
 1

 

 

 

 

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業所は契約者に対して介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント（以下「介護

予防支援等」という。）を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約

上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当サービスの利用は、要支援認定等の結果「要支援１」「要支援２」と認定さ

れた方及び「事業対象者」が対象となります。 

 

 

 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

  

 契約者が居宅での介護サービスやその他の保健医療サービス、福祉サービスを適切に利用す

ることができるよう、次のサービスを実施します。 

○ご契約者の心身の状況やご契約者とそのご家族等の希望をおうかがいして、「介護予防サービ

ス・支援計画（ケアプラン）」を作成します。 

○ご契約者の介護予防サービス・支援計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、ご契

約者及びその家族等、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、介護予

防サービス・支援計画の実施状況を把握します。 

○必要に応じて、事業者とご契約者双方の合意に基づき、介護予防サービス・支援計画を変更

します。 

☆介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントとは 
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１．事業者 

（１）法人名          社会福祉法人 施福会 

（２）法人所在地       山口県熊毛郡田布施町大字宿井４０６番地 

（３）電話番号         ０８２０（５３）１２９４ 

（４）代表者氏名       理事長 田縁 和明 

（５）設立年月         平成６年９月１日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類     指定介護予防支援事業所 

（２）事業の目的      介護予防支援 

（３）事業所の名称     田布施地域包括支援センター 

（４）事業所の所在地   山口県熊毛郡田布施町大字宿井４０６番地 

（５）電話番号        ０８２０（５３）１２９２ 

（６）管理者氏名      中田 美佐子 （田布施地域包括支援センター） 

（７）当事業所の運営方針 

           ☆ 利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生

活を営むことができるように配慮して行います。 

           ☆ 利用者が心身の状況、そのおかれている環境等に応じて、利用者の選択に基

づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な業者から総合的か

つ効果的に提供されるように配慮します。 

           ☆ 介護予防支援等の提供にあたっては利用者の意志及び人格を尊重し、特定の

事業所に偏することのないよう公正中立に行います。 

（８）開設年月日      平成１８年４月１日  

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域  田布施町内 

（２）営業日及び営業時間      

営  業  日 
月曜日から金曜日 （土曜日は電話等により対応します） 

（年末年始１２月３１日から翌年１月３日まで休み） 

受 付 時 間 月～金     ８時３０分～１７時１５分 

サービス提供時間 月～金     ８時３０分～１７時１５分 

 

４．職員及び勤務体制 

職   種 人員数 勤務体制 

１．管理者 １名 常勤  （兼務） 

２．看護師 1 名 常勤  (1 名)     

３．介護支援専門員 2 名 常勤  (2 名)   

４．社会福祉士 3 名 常勤（2 名）非常勤 (1 名) 
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５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、介護予防支援として次のサービスを提供します。  

（１）サービスの内容と利用料金 

＜サービスの内容＞ 

①  介護予防サービス・支援計画の作成 

ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、おかれている環境等を

把握した上で、介護予防サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サ

ービス（以下「介護予防サービス等」という。）が、総合的かつ効率的に提供さ

れるように配慮して、介護予防サービス・支援計画書を作成します。 

＜介護予防サービス計画の作成の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 介護予防サービス・支援計画作成後の便宜の供与 

・ 契約者及びその家族等、指定介護予防サービス事業者等との連絡を継続的

に行い、介護予防サービス・支援計画の実施状況を把握します。 

・ 介護予防サービス・支援計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう介

護予防サービス事業者等と連絡調整を行います。 

・ 契約者の意思を踏まえて、要支援認定の更新申請等に必要な援助を行いま

す。 

③ 介護予防サービス・支援計画の変更 

  契約者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望した場合、または事業者

が介護予防サービス・支援計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と契約

者双方の合意に基づき、介護予防サービス・支援計画を変更します。 

 

③担当職員は、契約者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、契約者

に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上で

の留意点等を盛り込んだ介護予防サービス・支援計画の原案を作成し

ます。  

④担当職員は、前項で作成した介護予防サービス・支援計画の原案に盛り込ん

だ介護予防サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上

で、その種類、内容、利用料等について契約者及びその家族等に対して説明し、

契約者の同意を得た上で決定するものとします。 

②介護予防サービス・支援計画の作成の開始にあたって、当該地域におけ

る介護予防サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報

を適正に契約者又はその家族等に対して提供して、契約者にサービスの

選択を求めます。  

①  事業者は、上記職員に介護予防サービス・支援計画の作成に関する業

務を担当させます。  
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＜サービス利用料金＞   

介護予防支援等に関するサービス利用料金については、契約者の自己負担はあり

ません。ただし、ご契約者の介護保険料の滞納等がある場合は、次の金額をいったん

全額自己負担していただく場合があります。 

利用料 ４，４２０円（通常月）、７，４２０円（初回月） 

（２）交通費 

 通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用

される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。自動

車を使用した場合は、町境から１㎞あたり８０円  

（３）利用料金のお支払い方法 

   前記（２）の交通費は、サービス利用終了時に、その都度お支払い下さい。 

  自動車を使用した場合は、サービス利用月の翌月１０日までに請求しますので、

その月の２５日までにお支払いください。 

 

６．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う職員 

契約締結後、担当職員を決定します。 

（２）担当職員の交替 

① 事業者からの担当職員の交替 

事業者の都合により、担当職員を交替することがあります。 

担当職員を交替する場合は、ご契約者に対してサービス利用上の不利益が生 

じないよう十分に配慮するものとします。 

② 契約者からの交替の申出 

     選任された担当職員の交替を希望する場合には、当該担当職員が業務上不適 

当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対し 

て担当職員の交替を申し出ることができます。ただし、ご契約者から特定の担 

当職員の指名はできません。 

（３）介護予防支援等業務の委託 

介護予防支援等業務を指定居宅介護支援事業所に委託することができます。 

委託先            居宅介護支援事業所 

① 契約者からの委託先変更や介護支援専門員交替の申出 

介護予防支援等を委託した指定居宅介護支援事業所の変更や指定居宅介護

支援事業所の介護支援専門員の交替を申し出ることができます。 

 

７．秘密の保持と個人情報の保護について 

  事業者及び事業所の従業員は、介護予防支援サービスを提供するうえで知り得た契

約者及びその家族等関する事項を契約中はもとより契約終了後においても第三者に漏
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らすことはしません。ただし、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント利用契約

書第１０条第３項の第一号から第八号の使用目的において、最低限必要な契約者及び

その家族の個人情報を使用いたします。 

また、個人情報等の漏洩等の事故が発生した場合に備え、契約者その他の関係者と

の連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止等の措置を迅速かつ適切に実施す

るために、緊急時対応計画を作成いたします。  

居宅介護支援事業者に対し介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務の一部

を委託する場合においても同様に秘密の保持と個人情報の保護を行います。 

 

８．損害賠償について 

  事業所の責任により契約者に生じた損害については、事業所は速やかにその損害を

賠償いたします。だだし、その損害の発生について、事業者に故意又は過失がない場合

にはこの限りでないものとします。また当該事故発生につき契約者に重大な過失があ

る場合には、損害賠償の額を減じることができるものとします。 

 

９．サービス利用をやめる場合（契約の終了） 

  契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することが

できます。 

  契約終了の事由 

① 契約者の死亡 

② 要介護認定により契約者の心身の状況が自立又は要介護と判定された場合 

③ 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖

した場合 

④ 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤ 契約者から契約解除の申し出があった場合 

⑥ 契約者や家族等から当事業所の従業員等に対して、サービス提供時（面談・電話・

訪問等）において暴言や暴力行為、脅迫行為、ハラスメント行為及びそれに類す

る行為により契約継続できないと判断し、事業者から契約解除を申し出た場合 

 

１０．業務継続計画の策定について 

   事業所は、感染症や非常災害の発生時において、契約者に対する指定介護予防支

援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための

計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。 

   また、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施するものとします。 

   定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う

ものとします。 
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１１．感染症の予防及びまん延の防止について 

   事業所は、感染症の発生又はまん延防止のため、次の措置を講じるものとします。 

① 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね 6 月に

1 回以上開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底します。 

② 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

③ 従業員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための定期的な研修及び訓練を

実施します。 

 

１２．虐待防止について 

   事業所は、契約者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発防止のため、次の措置を

講じるものとします。 

① 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結

果について従業員に周知徹底します。 

② 虐待防止のための指針を整備します。 

③ 従業員に対し、虐待防止のための定期的な研修を実施します。 

④ 虐待防止の措置を講じるための担当者を置きます。 

⑤ サービス提供中に、当該事業所の従業員又は養護者（契約者の家族等高齢者を

現に養護する者）による虐待を受けたと思われる契約者を発見した場合は、速

やかに、これを町に通報し必要な措置を講じます。 

 

１３．身体拘束について 

① 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体拘束を行わないものとします。 

② 身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を記録するものとします。 

 

１４.ハラスメント防止について 

   事業所は、ハラスメント防止のため、次の措置を講じるものとします。 

① ハラスメント防止のための指針を整備します。 

② 従業員に対し、ハラスメント防止のための研修を実施します。 

③ ハラスメント防止の措置を講じるための相談窓口及び担当者を置きます。 

④ 契約者は、サービス内容に疑問や不満がある場合、又は従業員からのハラスメ

ント、疑わしい態度や行為等を感じた場合は速やかに必要な対応をします。 

⑤ 契約者やその家族等による暴言や暴力行為、脅迫行為、ハラスメント行為及び

それに類する行為を受けた場合は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメン

ト利用契約書第 14 条に基づき必要な措置を講じます。 
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１５．苦情処理について 

（１）苦情の受付 

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○ 苦情受付窓口（担当者） 

       田布施地域包括支援センター 

         [職名] 管理者  中田 美佐子 

○ 受付時間   毎週月曜日～金曜日 

８時３０分～１７時１５分 

○ 連絡先    電話 ０８２０（５３）１２９２ 

（２）苦情の処理手順 

① 苦情があった場合は、直ちに管理者が相手方に連絡を取り、詳しい事情を聞

きます。 

② 管理者が必要があると判断した場合は、事業所内において検討会議を行いま

す。 

③ 検討後、翌日までには必ず具体的な対応を行います（利用者への謝罪など）。 

④ 記録を台帳に保管し、再発防止に役立てます。 

 

（３）行政機関その他苦情受付機関 

田布施町健康保険課 

長寿支援係 

所在地 田布施町大字下田布施 3440 番地 1 

電話番号 0820(52)5809  ＦＡＸ 0820(52)5967  

受付時間 8 時 30 分～17 時 15 分 

山口県国民健康保険 

団体連合会 

所在地 山口市大字朝田 1980 番地 7 

電話番号 083(995)1010  ＦＡＸ 083(934)3665 

受付時間 9 時～17 時 

 

１６．サービス提供中における緊急時の対応 

  契約者の主治医・緊急連絡先に連絡いたします。 

 


